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杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例

杉並区立児童青少年センター及び児童館条例（昭和４５年杉並区条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

第２条の２第１項中「通学する第１学年から第４学年（規則で定める者にあつて

は、第６学年）までの」を「就学している」に改める。

附 則

１ この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）の施行の日から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区立児童青少年センター及び児童館条例第３条第

１項の規定による学童クラブの利用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。

（提案理由）

児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、学童クラブを利用することができる

者の範囲を拡大する必要がある。



杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例

新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（学童クラブを利用することができる （学童クラブを利用することができる

者） 者）

第２条の２ 学童クラブを利用すること 第２条の２ 学童クラブを利用すること

ができる者は、小学校に就学している ができる者は、小学校に通学する第１

学年から第４学年（規則で定める者に

児童で、 あつては、第６学年）までの児童で、

区内に住所を有し、かつ、保護者の就 区内に住所を有し、かつ、保護者の就

労、疾病その他の事由により、家庭に 労、疾病その他の事由により、家庭に

おいて継続して、適切な保護を受けら おいて継続して、適切な保護を受けら

れないものとする。 れないものとする。

２ 略 ２ 略

資 料


